
単位：千円

20年度 19年度 増　減

超高齢社会を見据えた安心のしくみを育てる

＜地域で共に支え合う福祉の推進＞

地域福祉の推進 [健康福祉局] 393,888 458,022 △ 64,134

・ 地域福祉計画策定事業

・ 川崎市社会福祉協議会の育成

[健康福祉局] 23,699 18,077 5,622

○ 災害時要援護者緊急対策

・ 災害援護資金貸付事業　など

＜健康で生きがいを持てる地域づくり＞

いきいきシニアライフ促進事業 [総合企画局] 5,000 5,000 -               

高齢者の積極的な社会活動の促進 [健康福祉局] 1,720,295 1,755,739 △ 35,444

・ 高齢者向け軽作業委託事業
・ シルバー人材センター運営費補助事業
・ 高齢者パワーアップ推進事業
・ 高齢者外出支援サービス事業
・ 高齢者外出支援乗車事業
・ 老人クラブ育成事業　など

高齢者の社会参加の場づくりの支援 [健康福祉局] 637,574 651,421 △ 13,847

・ 敬老入浴デー事業
○ 老人いこいの家の運営

48カ所→49カ所　百合丘老人いこいの家の開設
・ 老人福祉センターの運営

＜　幸　せ　な　暮　ら　し　を　共　に　支　え　る　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　高齢社会にあっても、住み慣れた地域で、個人としての自立と尊厳を大切にし、生涯にわたりいきいき
とすこやかに暮らせるように、自助・共助・公助の適切なバランスを保ちながら、市民の安心を保障する
持続型の地域福祉社会を構築していきます。
　市民一人ひとりが自らにかかわることは自らの責任と選択によって決定できるための取組みを促進す
るとともに、自立した生活を送る上で必要な支援については、地域で活動するさまざまな担い手による、
地域社会での支え合いや課題解決の取組みを進め、さらに、市民生活を支援する効果的できめ細や
かな施策を展開することにより、行政の責務として地域社会に必要なセーフティネットはしっかりと維持・
提供していきます。

災害時における緊急対応

　 高齢者の豊かな経験や知識を活かし、社会に貢献する活動を促
進するための支援を行う。

 　高齢者が元気でいきいきとした生活が送れるように、地域社会に
参加するための場づくりを行う。

     「第２期川崎市地域福祉計画」の推進

   災害時要援護者避難支援制度を実施し、要援護者の把握を
推進する。
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単位：千円

20年度 19年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜介護予防の促進＞

効果的な介護予防の充実 [健康福祉局] 1,657,104 1,338,809 318,295

○ 介護予防事業の実施
○ 地域包括支援センターの運営

39カ所→40カ所　中原区内
・ わたしの町のすこやか活動支援事業
・ 小学校ふれあいデイサービス事業　など

＜介護サービスの充実＞

[健康福祉局] 52,050,159 49,420,348 2,629,811

・ 介護保険給付事業
・ 高齢者音楽療法推進事業
・ 訪問理美容サービス事業
・ 安心ハウス交流支援事業
・ 福祉電話相談事業
・ 緊急通報システム事業
・ 日常生活用具給付事業
・ 要介護者生活支援ヘルパー派遣事業
○ ひとり暮らし等高齢者見守り事業
・ 高齢者生活支援型食事サービス事業　など

老人医療費の助成 [健康福祉局] 1,114,185 2,016,683 △ 902,498

認知症高齢者施策の推進 [健康福祉局] 123,335 117,396 5,939

○ あんしんセンターの運営　３カ所→７カ所   
・ 認知症高齢者徘徊対策ネットワーク事業
・ 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業
・ 成年後見制度利用支援事業　など

◎ 地域密着型サービスの推進 [健康福祉局] 45,000 -                45,000

・ 夜間対応型訪問介護　１カ所
・ 小規模多機能型居宅介護　４カ所

特別養護老人ホームの整備 [健康福祉局] 283,500 582,250 △ 298,750

・ 着工　２カ所
◎ 民設民営　合計240床　21年度完成予定

介護老人保健施設の整備 [健康福祉局] 187,500 375,000 △ 187,500

・ 着工　１カ所
◎ 民設民営　150床　21年度完成予定

　 高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できるよう
に、介護保険サービス及び在宅福祉サービスを着実に提供する。

　 認知症高齢者の権利を擁護するとともに、介護家族を支援する
ため、相談・支援体制の充実を図る。

介護保険事業の適正な運営と
                 在宅福祉サービスの推進

 　要支援・要介護状態を予防するため、高齢者が住み慣れた地域
において生活機能の維持・強化ができるような取組みを推進する。
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単位：千円

20年度 19年度 増　減事　業　名　（概　要）

障害のある人が地域で共に暮らせる社会をつくる

＜障害への理解と支え合いの促進＞

[健康福祉局] 145,583 184,625 △ 39,042
・ 障害者団体育成事業
・ 精神保健事業　など

＜障害者の地域生活支援の充実＞

障害者自立支援法への着実な対応 　[市民・こども局　 12,091,396 11,967,205 124,191

・健康福祉局]

・ 自立支援給付等実施事業
ホームヘルプサービス事業
生活介護支援等事業
ショートステイ事業

○ グループホーム事業
知的障害者グループホーム事業

89カ所→94カ所
精神障害者グループホーム事業

25カ所→33カ所
障害者施設入所支援事業
障害者自立訓練事業
障害者施設訓練等事業
就労移行支援・就労継続支援事業
障害児施設給付等事業

○ 障害児処遇改善事業

○ 地域活動支援センター事業

◎ 北部リハビリテーションセンター運営事業

◎ 障害者自立支援法移行円滑化事業

・ 障害程度区分認定審査会運営事業　など

障害者の相談支援の充実 [健康福祉局] 381,746 358,964 22,782

○ 障害者相談支援事業
47カ所→49カ所

○ 地域活動支援センターＡ型運営事業
５カ所→７カ所

 　障害者の自立と地域生活の推進を図るための専門的支援を行
う。

障害者を地域で支える
　　　　　　支援団体等のネットワークの構築

　 医療ケアの必要性が高い超重症心身障害児等の処遇の
向上を図る。

　 北部における障害者への総合的な専門支援を提供する。

　 障害者自立支援法の円滑な施行を確保するため、事業者に
対する体制整備等の支援を実施する。

　 創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等
を図るために設置する。
（地域作業所から順次移行）
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単位：千円

20年度 19年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ 障害児タイムケアモデル事業 [市民・こども局] 61,096 46,471 14,625

精神科救急医療体制づくりの推進 [健康福祉局] 116,217 113,631 2,586

・ 精神科緊急医療施設運営事業
・ 精神科救急医療相談窓口運営事業　など

○ 総合リハビリテーションセンターの再編整備 [健康福祉局] 366,526 24,000 342,526

・ 明望園、職員寮改修
・ 中央療育棟撤去
・ 基本・実施設計　など　　

◎ 複合福祉施設の整備 [健康福祉局] 1,198,282 -                1,198,282

・ 幸区内複合福祉施設　　幸区紺屋町

○ 福祉センターにおける各施設機能の再編 [健康福祉局] 16,527 4,000 12,527

障害福祉計画の策定 [健康福祉局] 3,933 5,257 △ 1,324

・ 第２期障害福祉計画の策定

＜障害者の自立と社会参加の促進＞

障害者の雇用・就労支援 [健康福祉局] 104,318 98,597 5,721

◎ 障害者就労支援ネットワーク等の構築

・ 障害者ふれあいショップの運営支援
○ 障害者ふれあいショップの増設

４カ所→６カ所
・ 地域就労援助センターの運営支援　など

障害者の移動支援体制の強化 [健康福祉局] 1,226,867 889,978 336,889

・ 障害者バス乗車券交付事業
・ 重度障害者福祉タクシー事業
・ 障害者生活サポート事業　など

○ 発達障害者支援センター事業 [市民・こども局] 73,082 42,062 31,020

安心な暮らしを保障する

＜自立生活に向けた取組の推進＞

 　障害者就労支援を実施している関係機関と連携するシステム
を構築し、障害者就労の場の拡大を図る。

   障害者デイ・サービスセンターと老人いこいの家を合築整備
する。

 　障害のある中高生に対して、放課後や長期休暇中の活動の場を
提供し、余暇活動の充実及び親の就労支援を図る。

　 老朽化と耐震強度不足に対応するため、基本計画を策定し、各
施設機能の再編を進めるとともに、福寿荘入居者へ向けた対応を
行う。
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単位：千円

20年度 19年度 増　減事　業　名　（概　要）

明るい町づくり対策 [健康福祉局] 608,713 513,298 95,415

・ ワンナイトシェルター事業
ホームレス緊急一時宿泊施設（愛生寮）の運営

○ ホームレス自立支援センター事業

分館(サテライト型)　　　　　　　　　　　　　　 1カ所
アフターケア館(グループホーム型)       　1カ所

・ 公園ホームレス自立支援施設事業
・ ホームレス地域支援事業　など

自立支援実施推進事業 [健康福祉局] 24,882 21,636 3,246

・ 被保護者自立支援事業

◎ 被保護者退院促進事業

◎ [健康福祉局] 72,848 -                72,848

＜確かな安心を支える給付制度の運営＞

小児医療費の助成 [市民・こども局] 2,590,122 3,282,169 △ 692,047

小児特定疾患医療費等の助成 [市民・こども局] 452,422 464,753 △ 12,331

　 特定疾患にり患した児童等に対し、医療費を助成する。

インフルエンザ予防接種費用の助成 [健康福祉局] 717 727 △ 10

[健康福祉局] 151,798 169,593 △ 17,795

老人医療費の助成 [健康福祉局] 1,114,185 2,016,683 △ 902,498

・ 老人医療費助成費の支給
制度廃止に伴う経過措置

◎ 健康予防支援金の支給

　 65歳以上の公害病被認定者に対し、法に基づく予防接種の自
己負担分を助成する。

成人ぜん息患者医療費助成事業

　 市内全域の20歳以上の気管支ぜん息患者に対し、保険医療費
の自己負担分の一部を助成する。

　 医療制度改革等により、医療費自己負担割合が増加する高
齢者を対象として、最長３年間支援金を支給する。

20年度末事業終了予定

　中国残留邦人を対象とした、新たな支援給付を実施する。

　 保健福祉センターに就労支援相談員を配置し、生活保護
ケースワーカーと連携しながら、自立助長の一環として被保護
者に就労支援を行う。

　 市内に起居する就労自立をめざすホームレスの自立支援を
促進するため、機能強化を行う。

　 生活保護精神障害者退院推進員を設置し、保健福祉セン
ターと連携しながら自立支援の一環として退院促進を行う。

　 小学校就学前までの乳幼児（入院は中学卒業まで）に対し、保
険医療費の自己負担分を助成する。

中国残留邦人生活支援給付事業
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単位：千円

20年度 19年度 増　減事　業　名　（概　要）

後期高齢者医療制度の運営 [健康福祉局] 15,448,169 1,175,041 14,273,128

○ 後期高齢者医療負担金

◎ 後期高齢者健診事業

◎ 後期高齢者医療事業特別会計の設置

重度障害者医療費の助成 [健康福祉局] 2,463,506 2,459,515 3,991

障害者自立支援医療費の助成 [健康福祉局] 2,866,639 2,669,991 196,648

難病患者等の居宅生活支援事業 [健康福祉局] 22,971 23,235 △ 264

・ 難病福祉キャブ（リフト付自動車）運行事業

・ 神経難病患者等一時入院事業

・ ホームヘルプサービス事業　など

国民健康保険制度の安定した運営 [健康福祉局] 2,498,733 2,518,841 △ 20,108

○ 国民健康保険ハイアップシステム開発経費

すこやかで健全に暮らす

＜市民の健康づくりの推進＞

生涯を通じた健康自己管理への支援 [健康福祉局] 2,848,787 779,235 2,069,552

◎ 特定健康診査等事業

◎ 健康増進法等検診事業

○ がん検診事業

 　要介護の難病患者に対し、福祉キャブの運行により、通院及
び外出を支援する。

　 重度障害者に対し、保険医療費の自己負担分を助成する。

 　75歳以上の高齢者を対象とした新たな医療制度の運営を行う。

   特別会計を設置し、後期高齢者医療制度に係る保険料の徴
収等を実施する。

　 自立支援医療に基づく障害者の保険医療費の自己負担分を助
成するとともに、本市独自の負担軽減策を実施する。

 　重症神経難病患者等の介助者の負担を軽減するため、一時
入院の医療機関を確保し、在宅療養支援体制の充実を図る。

　 老人保健法に基づく基本健康診査の廃止に伴い、健康増進
法に基づく健康診査を実施する。

　 節目健康診査(40歳・50歳)を廃止し、40歳以上(子宮がんは
20歳以上)の対象者が、医療機関で受診できる体制とすること
で、対象者の拡大・受診機会の充実を図る。

   「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴い、40歳以
上の国民健康保険加入者の健康診査等事業を実施する。

   収納支援システムを導入し、事務の効率化及び保険料収納
率の向上を図る。

 　制度の安定した運営を行うため、保険料収納対策を強化するとと
もに資格の適正化を図る。

療養給付費に係る市町村負担金　など

75歳以上の高齢者を対象とした健康診査を実施する。
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単位：千円

20年度 19年度 増　減事　業　名　（概　要）

＜地域での健康づくりのネットワーク化の推進＞

市民が主体の健康づくりへの支援 [健康福祉局] 45,212 26,725 18,487

・ かわさき健康づくり２１推進事業
   川崎市食育推進計画に基づいた食育の推進　など

・ 健康づくり普及啓発事業

・ 食生活改善推進事業
◎ 生活習慣病予防事業

地域での確かな医療を供給する

＜医療供給体制の確保＞

地域における医療機関の連携の推進 [健康福祉局] 3,388 3,525 △ 137

 　医療安全相談センターの運営を行う。

＜信頼される市立病院の運営＞

[病院局] 2,133,983 1,566,696 567,287

・ 医療器械整備事業

[病院局] 380,109 165,302 214,807

・ 実施設計

◎ [病院局] 28,850 -                28,850

・ 基本・実施設計

看護職員宿舎の整備
（病院事業会計）

　 看護職員を安定的に確保するため、経済性に配慮した職員
宿舎の整備に向け、基本・実施設計を行う。

医療の質及び患者サービスの向上
（病院事業会計）

　 医療器械の整備を進め、医療水準の向上を図る。
　　（川崎病院・井田病院）
   また、総合医療情報システムの開発を行う。

井田病院の再編整備
（病院事業会計）

　 医療の需要と供給、市立３病院の機能分担等を踏まえ、井田
病院の再編整備に向け、実施設計を行う。

　 健康づくり２１の目標達成にむけて、市民に対して啓発活動を
行い、市民の自主的な健康づくりを推進する。

　 「生涯を通じて健康な市民による活力あるかわさき」を醸成す
るため、各種健康診査や健康づくりの人材育成を行う。
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